
 
 

 

 

 

保 育 課 

 

保育補助者雇上強化事業の実施について 

 

 私立認可保育園等における保育人材確保の一環として、潜在保育士の活用及び保育

士の負担軽減を図るため、保育補助者雇上強化事業を新たに実施します。 

 

 

１ 現状の取組 

区では、保育従事職員宿舎借り上げ支援事業や労働環境モニタリング、保育ア

ドバイザー派遣による相談支援の実施を通じて、保育士が安心して働き続けられ

る環境を整備するとともに、保育体制強化事業やＩＣＴ化促進事業など、保育士

の業務負担軽減に繋がる取組の充実を図ることで、私立認可保育園等の運営を支

援しています。 

 

２ 事業内容 

今年度、東京都の補助事業が拡充されたことから、保育士の業務負担を軽減し、

保育士の離職防止を図ることや潜在保育士の再就職支援を目的として、私立認可保

育園等が、保育士の補助を行う保育補助者（有資格又は無資格）を雇い上げた場合、

月額２５０，０００円を上限として補助する保育補助者雇上強化事業を新たに実施

します。 

 

３ 事業規模 

  １２９，０００千円（私立認可保育園等７５施設分） 

   対象施設：私立認可保育園、小規模保育事業所、認証保育所 

   

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年９月  令和６年第３回港区議会定例会（補正予算案の提出） 

１２月  私立認可保育園等への補助金の周知及び受付開始 

     （令和６年４月分から遡及して補助します。） 
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